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原　著

スポーツ政策評価制度の検討
―イギリスの「The Green Book」を視点に―

米村　真悟 1，横山　勝彦 2

Study of the sports policy evaluation system
― From the perspective of “The Green Book” in England ―

Shingo Yonemura1, Katsuhiko Yokoyama2

　This paper’s purpose is to find an alternative, more desirable system for evaluating sports policy in Japan, 
using “The Green Book” issued by the HM (Her Majesty’s) Treasury, which depicts the policy evaluation system 
in the United Kingdom. In recent years, Japan has been aiming to obtain evidence in the economy and welfare 
with the goal of EBPM (Evidence based Policy Making), but in sports policy, it is difficult to consider such a 
system for policy evaluation since the value of sports has an implicit aspect. Therefore, it is not possible to have 
a single, limited performance index such as sports implementation rate and more visible and efficient policy 
goals and measures. It is probable that the supply of evidence leading to the planning was not possible. If sports 
are expected as a means of solving a wider range of social issues, it is necessary to discuss the evaluation system 
in the field of sports policy, touching on topics such as the trend of EBPM promoted by the Cabinet Office and 
the policy evaluation guideline presented by the Ministry of Internal Affairs and Communications. Therefore, in 
this paper, we analyzed the sports policy evaluation system in the United Kingdom from the viewpoint of “The 
Green Book” to find an alternative here in Japan.
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　本研究の目的は，イギリスの評価制度の機能に関わる「The Green Book」を視点に，より望ましい我が国の
スポーツ政策の政策評価制度に向けた示唆を得ることにある．昨今の我が国では，客観的な根拠に基づいた政
策立案を意味する EBPM（Evidence based Policy Making）を目標に，経済や福祉におけるエビデンスの獲得を
目指す動向にあるがスポーツ政策においては，そのような政策評価に関する制度設計が検討されているとは言
い難い．その理由は，スポーツそのものの価値が暗黙的な側面を有することから，スポーツ実施率といった限
定的で単一的な成果指標を持ち得ず，より目に見える効果・効率性の高い政策目標と施策立案につながるエビ
デンスの供給ができなかったことにあると考えられる．より広範な社会課題の解決手段としてスポーツを期待
するならば，内閣府が進める EBPM の動向や総務省が提示する政策評価ガイドラインといった評価制度をふま
えた，スポーツ政策分野における評価制度の議論が必要となる．そこで，本論では，イギリスの財務省が発行
する政策評価のガイドブックである「The Green Book」を視点に，イギリスの評価制度及びイギリスのスポー
ツ政策評価について分析し，我が国におけるスポーツ政策評価制度への示唆を検討する．
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Ⅰ．はじめに

　現代社会においては，個別化・多様化する社会課題
の解決をはかる政策の，公共サービスとして利益をも
たらす面や不利益となる点といった効果と妥当性につ
いての判断が一層必要となり，その結果を政策過程に

反映させた施策展開が求められる．そのためには，次
の 3 つの視点からの政策評価の実施が重要となる．1
つ目は，施策・事業それ自体の改善である．評価は，
施策・事業の達成度を測り，その目的と実際の成果に
対するギャップを埋めていくことでより効果・効率の
良い施策・事業の展開に寄与していく．特に，教育や
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福祉に関わる社会課題は，短期的に明確な成果の提示
を見込むことができないため，中長期的な視点で漸進
的に事業を改善していきながら，課題を解決していく
姿勢が重要となる．2 つ目は，ステークホルダーへの
説明責任である．財政が逼迫する昨今，公的な財源を
用いて施策・事業を行う妥当性について，より多様な
ステークホルダーが納得する説明が求められる．3 つ
目は，政策フィードバックを通じた意思決定である．
評価によって得られる政策情報は，次の施策・事業の
取捨選択の根拠（エビデンス）となる．
　我が国の政策においては，「行政機関が行う政策の
評価に関する法律（政策評価法）」に基づき，総務省

「政策評価の実施に関するガイドライン（以下，政策
評価ガイドライン）」に沿って各省により政策評価が
執り行われている．最近では，客観的な根拠に基づ
く政策立案を意味する EBPM（Evidence based Policy 
Making）を目標に，内閣府は，EBPM 推進チームを
立ち上げ，プログラム評価やインパクト評価に見ら
れるロジックモデルを用いた政策の因果関係を明示
し，経済や福祉におけるエビデンスの獲得を目指して
いる．しかし，スポーツ政策においては，政策評価の
十分な制度設計が検討されているとは言い難い．ここ
10 年間のスポーツ政策は，2020 年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックを契機とした，スポーツの成長産
業化に関わる，大学スポーツの振興とスタジアム・ア
リーナの整備といったスポーツが生み出す経済的側面
を中心とした施策展開が推進されている．その一方で，
教育・福祉政策につながる生涯スポーツの振興やそれ
に伴う社会課題の解決につながるスポーツの活用施策
の展開は限定的である．その理由は，スポーツ実施率
といった限定的で単一的な成果指標を持ち得ず，より
目に見える効果・効率性の高い政策目標と施策立案に
つながるエビデンスの供給ができなかったことにある
と考えられる．
　ところが， Environment（環境），Social（社会）， 
Governance（ガバナンス）の頭文字を取った ESG 投
資やそれらの影響を考慮する企業の参画により民間資
本の導入が期待される Sustainable Development Goals

（SDGs）においても，スポーツは「持続可能な開発に
おける重要な鍵」とされ，「開発および平和への寄与」，
また，「健康，教育，社会包摂的目標への貢献と同
様，女性や若者，個人やコミュニティの能力強化に寄
与」するとされる（国際連合広報センター，2016）．
スポーツそのものの価値は暗黙的であるものの，それ
はコミュニティへの貢献といった経済外部性となる社
会的便益につながり，結果的に新たなスポーツ振興予
算獲得の機運をもたらすのである．したがって，それ
にはその可視化を加味するスポーツ政策評価制度の検

討が欠かせないのである．ただ，これらに関する議論
が全く無かったわけではない．例えば，開発途上国支
援におけるスポーツの社会的価値に言及している小林

（2014）は，社会的価値をもたらすスポーツプログラ
ムの評価には，総括的評価ではなく形成的評価が必要
であると指摘している．また，米村・横山（2019，p.47）
は，国内外の NPO などによる社会的事業の成果の可
視化に用いられている社会的インパクト評価に触れ，
スポーツ政策へのその導入を提言している．しかしな
がら，これらの議論は，スポーツ政策全般から見れば
部分的なものであり，具体的な政策評価制度にまで言
及できているわけではない．特に，今後，より広範な
社会課題の解決手段としてスポーツに期待するなら
ば，内閣府が進める EBPM 推進の動向や総務省が提
示する政策評価ガイドラインといった評価制度を踏ま
えた，スポーツ政策分野における評価制度の議論が必
要となるのである．
　そこで，本論では，イギリスの政策評価ガイドブッ
クである「The Green Book」に焦点を当てる．「The 
Green Book」は，イギリス財務省が公表し，各省庁
が参考とする政策評価ガイドブックであり，スポーツ
政策分野にも汎用されている．イギリスのスポーツ政
策は，スポーツ参加率の把握（アウトプット）に留ま
らず，身体的・精神的健康の向上や，人的資本育成や
社会関係資本醸成という施策成果（アウトカム）の可
視化を評価制度で試みている．本論では，この「The 
Green Book」を視点に，イギリスの評価制度及びイ
ギリスのスポーツ政策評価について分析し，我が国に
おけるスポーツ政策評価制度の示唆を検討する．

Ⅱ．イギリスの政策評価に関する歴史的経緯

　イギリスの EBPM に根差した評価制度の基盤の始
まりはブレア政権（1997-2007）である．そこで，以
下では，イギリスの EBPM について詳細に調査，研
究をなしている小林（2016），内山他（2018）に依拠
し，1979 ～ 1990 年のサッチャー・メージャー保守党
政権，1997 ～ 2010 年のブレア・ブラウン労働党政権，
2010 ～ 2019 年のキャメロン・メイ保守党政権の 3 つ
に区分し，イギリスの公共政策における EBPM の定
着やそれに基づく評価制度の形成を概観する．
　1 つ目は，1979 ～ 1990 年のサッチャー・メージャー
保守党政権である．1960 年代以降のイギリスでは，
第二次世界大戦後，「ゆりかごから墓場まで」の標語
に代表される社会主義的路線を基軸とした「大きな政
府」政策による社会保障費の増大，国民の勤労意欲
の低下，既得権益の発生といった重層的かつ構造的
な問題が顕在化していた．これらは，「イギリス病」，
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「ヨーロッパの病人」と揶揄され，この状況の解決が
希求される中，登場したのがサッチャー政権である．
サッチャーは，「大きな政府」政策に反し，行政運営
に経営学や企業経営の手法を採用し，市場第一主義に
よる近代経済学的アプローチを取り入れた新自由主義
路線を基軸とする「小さな政府」政策を推進し，規制
緩和・民営化による抜本的な行政改革に取り組んだ．
続くメージャー政権もサッチャー政権の新自由主義を
踏襲し，さらなる制度改革に着手した．具体的には，
1991 年の市民憲章であるシティズン・チャーターや
1992 年の公共事業を実施するための行財政改革手法
である Private Finance Initiative（PFI）の採用である．
これらの制度改革は，いわば市民を消費者と捉え，企
業経営における管理手法を取り入れた行政経営を行
うことで，公共サービスの効率化を図る New Public 
Management（NPM）と呼ばれた．これらは結果的には，
公共サービスの規制緩和と民営化による抜本的な行政
改革に成功したものの，高い失業率や経済格差といっ
た問題点を残した．
　2 つ目は，1997 ～ 2010 年のブレア・ブラウン労働
党政権である．1997 年に誕生したブレア労働党政権
は，それまでの保守党政権が残した失業率や経済格差
といった問題を解決するため，新自由主義でも社会主
義でもない，市場メカニズムの機能は活かしつつも政
府の役割・介入を尊重し，社会正義の実現を目指す

「第 3 の道」概念を提唱した．その代表的な枠組みが，
1998 年の Comprehensive Spending Review（CSR）と
Public Service Agreements（PSA）の設計による業績
管理型政策である．この枠組みにおいては，府省別に
今後 3 年間に達成すべき Aim（目的），Objective（政
策目標），Performance Target（業績目標），Value for 
Money Target（VFM）が定められ，財務省が省庁を
横断し，公共サービスにおける財政出動が管理され
ることとなった．つまり，このことは国が各省庁の
施策の業績管理を一手に担うこととなり，必然的に
政策におけるエビデンスに基づく政策形成が重要視
され，他国に先駆けた EBPM の推進がなされること
となるのである．1999 年 3 月に公表された政府白書

「Modernising Government」では，政府の刷新・改革
の指針が示され，政策立案には短期的な要求だけに対
応するのではなく，アウトカムの改善に寄与するエビ
デンスを活用して前向きかつ予防的な政策を進めるこ
とへの言及がなされた．具体的な施策が，教育や医療
の分野における追加投資に見られる．その前者の例は，
貧困地域の４歳未満の児童を対象に早期教育，保育，
保険，家庭支援を総合的に行う「Sure Start」施策の
開始である．後者の例は，研究者が医療従事者を対象
に，エビデンスを基とした公衆衛生，診療，医療技術

に関するガイダンスの研修を実施する「The National 
Institute for Clinical Excellence」の設置である．財務
省は，これら中央政府主導による公共投資や資源分配
における効率性の向上を目的として，1993 年公表の

「The Green Book」を新たに改訂し，そこでは広範な
社会的費用や便益を考慮し，アウトカム志向で政策を
立案することを強調した．ただ，逼迫する社会課題解
決に向けた中央政府主導の財政出動に対する，効率性
と説明責任を持つ必要性から，このようなエビデンス
の獲得とそのための評価制度の推進が進展されたもの
の，行き過ぎた業績管理により根本的な課題解決より
も目標達成に主眼が置かれ，見せかけの成果目標の達
成が問題視されるようになるのである．
　3 つ目は，2010 ～ 2019 年のキャメロン・メイ保守
党政権である．これまでの労働党政権における家父長
的な政策運営の批判から登場したのがキャメロン保守
党政権であり，そこで提唱されたのが「Big Society（大
きな社会）」であった．これは，前政権が政策目標を
国が主導して決め，実施に対する厳しい管理を行う中
央集権的な行政運営や，福祉や教育の充実による財政
出動の肥大化，そしてそれら官僚主義による公共サー
ビスの非効率化をもたらした「Big Government（大き
な政府）」に対し，こうした課題解決の担い手を地方
自治体，地域団体への権限移譲，チャリティ団体や社
会的企業，民間企業へ開放し，国民自身によるコミュ
ニティへの参加とエンパワーメントの推進による課題
解決を志向するものである．この動向には，非営利組
織や社会的企業に対する公共的な課題解決への政府の
期待があるとする一方で，緊縮財政政策によって，政
府が財政出動を抑える肩代わりを担ってもらう側面も
あるとする指摘（永島，2011）も多い．実際，政府
から自治体への補助金は 3 割近くカットされ，景気
後退による非営利組織の収益源であった寄付金も減収
した．そこで，休眠預金を活用した基金である「Big 
Society Bank」の創設や，公共サービスにおけるイノ
ベーション創出を目的に，非営利組織や社会的企業
が成果をあげる手段を自由に提案する成果報酬型の
Payment by Results 方式を採用した，官民連携などの
アウトカムを明示する非営利組織に対し資金を提供し
ていく風潮が高まるのである．これらにより，非営利
組織全般は，自組織の活動成果を測定，評価するよう
になった．以上のような経緯で政策評価が政策プロセ
スに組み込まれ，その評価に関わる多様な評価機関（大
学，研究・政府機関など）が出現し，多数の評価実績
が蓄積されていくこととなるのである．つまり，脱中
央集権的政策運営と緊縮財政による財源獲得の両輪か
ら，公共サービスを担う主体自体には，自ずと評価に
対する関心が高まり，その結果，多様な評価機関と政
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策主体間に有機的な連携が生まれるようになり，そこ
に「The Green Book」が大きく機能するのである．

Ⅲ．「The Green Book」の機能

Ⅲ-1　概要
　「The Green Book」は，1993 年に財務省によって
公表され，計 8 章と付記資料も加えると全 152 ペー
ジの容量からなる各省庁における政策評価のガイド
ラインとして活用されているものである．その副題
の「CENTRAL GOVERNMENT GUIDANCE ON 
APPRAISAL AND EVALUATION」にある「appraisal」
と「evaluation」は，政策注 1）における「事前評価」と「事
後評価」を意味しており，「The Green Book」は，初版
の内容や後述する他のガイドブックとの位置づけから

「事前評価」に重点を置いたガイドブックと理解でき
る．「The Green Book」は，その序文に「This guidance 
concerns the provision of objective advice by public 
servants to decision makers, which in central government 

means advice to ministers. In arms-length public 
organisations the decision makers may be appointed 
board members, and where local authorities are using the 
method, elected council members. The guidance is for all 
public servants concerned with proposals for the use of 
public resources, not just for analysts」（太字・下線は
筆者付記）（HM Treasury, 2020, p.1）とあることから，
中央省庁における閣僚，地方自治体首長，公共サービ
スを受託する非営利組織といった政策の意思決定に関
わる全ての政策主体への重要な政策情報を提供するた
めのガイドラインとなるものである．
　「The Green Book」は，初めて公表された 1993 年
から，2020年度に至るまでに4回の改訂がされている．
表 1 は，前述のイギリスの公共サービスにおける変遷
と「The Green Book」の作成と改訂の経緯をまとめた
ものである．そこに示したように，「The Green Book」
は，イギリスの公共サービス変遷に応じ，その内容が
更新されてきている．2003 年の 3 回目の改訂時には，
政策評価において非市場価値も含めた広範な社会的費
用や便益が考慮され，アウトカム志向での政策立案，
政策目標の明確化が大幅に追記された．これは，ブレ
ア政権時における業績管理型政策に呼応する形でより
効果が期待できる施策を選択し，そこに政策資源を配
分していこうとする意向が反映されている．その後，

注1）「The Green Book」において，政策は，「The Green Book 
is guidance issued by HM Treasury on how to appraise policies, 
programmes and projects（下線部は筆者付記）」（HM Treasury, 
2020, p.9）とされるように，（1）政策（policy）・施策（programme）・
事業（project）と位置づけられている．

政権 保守党 労働党 保守党

政権 サッチャー政権 メージャー政権 ブレア政権 ブラウン政権 キャメロン政権 メイ政権

在籍年度 1979 ～ 1990 1990 ～ 1997 1997 ～ 2007 2007 ～ 2010 2010 ～ 2016 2016 ～ 2019

社会情勢と
政府が果たした
役割

・英国病による財政の再建
・小さな政府

・ 貧困などの格差の拡大や失業率
の増加

・「第 3 の道」概念の提唱

・ 中央集権的な業績管理型施策に
対する批判

・ 「Big Society（大きな社会）」の提
唱

公共サービスの
在り方

・ 民営化・規制緩和といった New 
Public Management（NPM）の推
進

・ シティズンチャーターの制定
（1991）や Value For Money（VFM）
概念の登場（1992）

・ 消費者としての国民への公共
サービスの最大効率化を図る
NPM の推進

・ PFI の推進や PPP 概念の明確化に
よる継続した NPM の推進

・業績管理型政策の推進（1998）

・ コミュニティ（地方自治体、地域
団体）への権限移譲

・公共サービスの開放
・社会活動の推奨
・ Big Society Capital（BSC） の 設

置

評価制度・施策
・ C o m p r e h e n s i v e  S p e n d i n g 

Review（CSR） と Public Service 
Agreements（PSA）の策定

・ Business Plan（BP） や Single 
Departmental Plan（SDP）の策定

The Green Book
の変遷

・ 「The Green Book」 初 版 を 公 表
（1991）

・ 「The Green Book」 二 版 を 公 表
（1997）

・ 「The Green Book」 三 版 を 公 表
（2003）

・ 「The Green Book」 四 版 を 公 表
（2018）

表 1　イギリスの政策評価制度と「The Green Book」の変遷

小林（2016），内山他（2018）を参考に筆者作成
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表 2　イギリス財務省が公表する各種ガイドブック

2018 年の 4 回目の改訂では，事後評価の内容が追記
された．このことは，キャメロン政権における「Big 
Society」の政策方針を受け，公共サービスの担い手
が行政府から地域コミュニティや NPO などに開放さ
れるとともに，シンクタンクや官民協働による準政府
組織といった施策の実施と評価に関わる多様な主体
が，事後評価の実施も行うことを念頭に置いたものと
考えられる．つまり，「The Green Book」は，その政
権や公共サービスの展開に合わせ常に更新され，イギ
リスの公共サービスに関与するあらゆる主体が参考と
することを想定した総合的なガイドラインである．換
言すれば，それはその時代時代におけるイギリスの公
共政策の在り方を，評価ガイドブックという形で表現
している公文書と捉えることができる．

Ⅲ-2　政策過程における評価の位置づけと意義
　「The Green Book」には，イギリスの政策過程にお
ける評価の位置づけや他の評価に関するガイドブッ
クとの関係性も明確に示されている．イギリスの政
策過程は，図 1 に示したように，Rational（論拠），
Objective（目標），Appraisal（事前評価），Monitoring（モ
ニタリング），Evaluation（事後評価），Feedback（フィー
ドバック）の 6 つの頭文字から成る ROAMEF サイ
クルによる循環モデル（HM Treasury, 2020）である．
この ROAMEF サイクルから，次の 2 点が指摘できる．
1 つ目は，その循環モデルからも明確なように，政策
の立案から，実行，評価，政策情報としてのフィード
バックが一連のサイクルによって関連づけられている
点である．2 つ目は，評価を通じた論拠，すなわちエ
ビデンスの獲得が政策の立案前から必要とされている
点である．このことにより，次の政策立案に生かす政
策情報として活用されるために，実施後の評価に対す
るエビデンスが自ずと求められるのである．

　財務省は，この ROAMEF に依拠した施策展開がな
されるように，「The Green Book」以外にも複数のガイ
ドブックを公表している．表 2 は，公表されているガ
イドブックとその目的，概要を示したものである．例え
ば，2011 年に発行された「Magenta Book」は，事後評
価の詳細な手法が記載されているガイドブックである．
また，予算の執行に関しては，施策と事業それぞれに，

「Business Case（事業計画）」，と呼ばれる予算要求を目
的とした文書を作成することが各省庁に義務づけられ
ており，この文書が府省内，財務省内での予算査定に
用いられる．そこで計画される施策・事業の基準や方
針を定めたのが，施策レベルの「Guide to Developing 
the Programme Business Case」と事業レベルの「Guide 
to Developing the Project Business Case」 で あ る． こ
のように，施策・事業それぞれのレベルにおいてガイ
ドラインが策定されているが，戦略面・経済面・商業
面・財務面・管理面の観点からの検討が必要とされて
いる点はすべてに共通している．そして，「The Green 

Rational 

（論拠） 

Objectives
（目標） 

Appraisal 

(事前評価) 

Monitoring
（モニタリン

グ） 

Evaluation
（事後評価） 

Feedback
（フィード
バック） 

The Business Case 

図1：「The Green Book」に記載されるROAMEFサイクル 

出典：HM Treasury（2020, p.15）を参考に筆者作成 
図 1　「The Green Book」に記載されるROAMEFサイクル
出典：HM Treasury（2020, p.15）を参考に筆者作成

名称 概要

Magenta Book ・2011 年財務省により策定
・事後評価の詳細な手法

Aqua Book ・2015 年財務省により策定
・分析モデルや制度に関する基準

Managing Public Money
・2007 年財務省により策定
・2018 年財務省により改訂
・公的資金を活用する上での指針

Guide to Developing the Programme 
Business Case

・2018 年財務省により策定
・施策（programme）レベルにおけるビジネス・ケース開発に関するガイダンス

Guide to Developing the Project Business 
Case

・2018 年財務省により策定
・施策（project）レベルにおけるビジネス・ケース開発に関するガイダンス

引用：内山（2018）より一部筆者改変
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Book」には，政策過程において，これら複数のガイド
ブックとどのような対応関係になっているかが示され
ている（図 2）．図 2 からもわかるように，「The Green 
Book」は，事前評価に重点は置かれているものの，事
後評価においても各省庁が参照すべき中心的ガイド
ブックと位置づけられているのである．

Ⅲ-3　評価制度に果たす役割
　以上のように，イギリスにおける評価制度は約 30
年を経て形成され，そこには，その過程でエビデン
スに基づく政策を社会実装するための多様な主体が
登場し，それら主体間の有機的な結びつきがみられ
ている．イギリスの政策評価に関わる主体を調査し
た小林（2016）によれば，その代表的な主体として
次のような機関があげられる．まず，政府機関には，
イギリスにおける統計の収集・公表を担い，現状把
握のためのエビデンスを作成する Office for National 
Statics（ONS）と，自治体職員のネットワークであ
り，自治体における EBPM の実施状況やあるべき姿
について整理する The Society of Local Authority Chief 
Executives and Senior Managers（SOLACE）がある．
次に，非省庁公的機関では，エビデンスの創出と伝達
と適用を主な役割とし，政策決定者や実務者に対して，
最も有効な施策・取り組みが何かを示す What Works 
Centre（WWC）や，内閣府内の Strategy Unit に設置
され WWC のアドバイザーを務めることもある，行
動経済学的アプローチによる政策目標の達成を目指す
Behavioural Insight Team（BIT）注 2），あるいはイノベー

ション政策・産業政策に関する randomized controlled 
trial（RCT）を支援し，それらのエビデンスを集約・
整理する Innovation Growth Lab（IGL）といった機
関がある．さらに，民間においては，エビデンスの
供給に加え学術的な知見を提供する大学機関，NPO・
NGO など社会的事業者と資金提供者をつなぐシンク
タンクであり，それら主体の事業の社会的なインパク
トを測定するガイドラインの作成やツールの提供を行
う New Philanthropy Capital（NPC）がある．そして，
これらの主体に，評価に関する共通したコンセンサス
を成すものとして「The Green Book」が機能している
のである．「The Green Book」には，「すべての政府省
庁，中央政府からの公的資金に関する責任を負う独立
行政法人，および規制当局に適用」され，各省庁は「The 
Green Book の評価の実施方法を定めた内部ガイダン
スも作成」し，「一貫性を持たせるために，各省庁の
ガイダンスは，The Green Book に沿ったもの」でな
ければならず，各省庁のガイダンスが他の省庁に影響
を与える場合や，手法やアプローチに重要な進展が
ある場合は，「財務省および政府チーフエコノミスト
評価グループと合意する必要」がある（HM Treasury, 
2020, pp.3-4）．前述したように，イギリスの政策は
Business Case を作成し，財務省に予算要求すること
が求められるため，国の財源を用いて行う全ての公共
サービスに関わる政策立案，またその評価については，

「The Green Book」のガイドラインを基準とすること
が必要とされる．

図 2　「The Green Book」に記載される政策過程と各種ガイドブックの対応関係
出典：HM Treasury（2020, p.3）を参考に筆者作成

図2：「The Green Book」に記載される政策過程と各種ガイドブックの対応関係 
出典：HM Treasury（2020, p.3）を参考に筆者作成 
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注2）これは，Nudge Unit とも呼ばれる．Nudge とは，「そっと押す」
ことを意味し，リチャード・セイラー・キャス・サンスティー
ンが提唱した概念である（リチャード・セイラー・キャス・サ
ンスティーン，2009）．
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Ⅳ．「The Green Book」によるイギリスの
　　スポーツ政策評価

Ⅳ-1　イギリスのスポーツ政策の動向
　2012 年ロンドンオリンピック後のイギリスのス
ポーツ政策においては，スポーツの文化的重要性が強
調され，国民のスポーツ参加だけでなく，スポーツ活
動の習慣化による幸福感の向上や社会課題の解決に資
する取り組みに対して，積極的な再分配を行う姿勢が
明確にされている注 3）．2015 年 5 月の総選挙の結果を
受けて誕生したキャメロン政権は，今後のスポーツ政
策における戦略文書となる「Sporting Future: A New 
Strategy for an Active Nation（以下，Sporting Future）」
を刊行した．その序文に記載されるキャメロン首相の
メッセージには，「ソーシャルグッド（社会的利益）
のためのスポーツの可能性を大胆に活用」し，「この
戦略を実現するためにスポーツの資金調達を変更」す
ることが明言されている．さらに，国民のスポーツ参
加に焦点を当てるのみならず，スポーツや身体活動が，
physical wellbeing（ 身 体 的 健 康 ），mental wellbeing

（精神的健康），individual development（個人の発展），
social and community development（社会的・コミュ
ニティ的発展），economic development（経済的発展）
の 5 つの重要な成果に寄与することを重視することと
している（HM Treasury, 2015, p.10）．
　Sport England 注 4）は，この政府の新たな戦略文書を
受け，2016 年 5 月に今後 5 年間の戦略方針を示した

「Sport England Strategy 2016-2021: Towards an Active 
Nation」を刊行した．この文書内では，政府が定めた
5 つの成果に寄与するため，（1）「（スポーツ・身体活
動を）行わない」という問題を解決すること，（2）子
どもと若者，（3）ボランティア参加，（4）スポーツ
と身体活動を主な対象とすること，（5）スポーツが
核となる市場を支援すること，（6）地域におけるサー
ビス，（7）スポーツ施設，といった課題に関わる投資
プログラムを行っていくことを表明し，そのための投
資原則を定めている．その中でも特に特徴的なのは，
Key Performance Index（KPI）と上述の 5 つの成果の
間に，「line of sight（視線）」を作ると明記されている
ことである（Sport England, 2016, p.10）．このことには，

これまで計測することができていたスポーツ参加率だ
けでなく，それらが，政府が掲げる 5 つの成果に結び
つくことを明らかにすることで，一般に直感的には理
解しつつも，可視化することができなかったスポーツ
の文化・社会的価値を高め，その投資に見合うことを
強調しようとする狙いがあると考えられる．

Ⅳ-2　スポーツ政策における評価制度の形成
　「Sporting Future」 の 政 府 戦 略 を 受 け て，Sport 
England は，どのような主体でも，自らの活動を評価
し，それがより良い意思決定への寄与，投資による最
大のインパクトを得られるようにするため，評価フ
レームワークを提示している．そのエッセンスをまと
めた文書「Evaluation Framework: The Essentials」に
よれば，優れた評価とは，「プロジェクトを利用する
人々により良いサービスを提供」し，「将来的により
多くの資金や支援の獲得」が可能となり，「政府が定
めたスポーツに関する 5 つの成果」に寄与するとされ
る．表3は，Sport Englandが作成した評価フレームワー
クである．そこに示したように，フレームワークには
評価のステップと各ステップの目的と具体的な作業が
簡易に整理されている．また，ステップ 4 やステップ
5 のデータに関わる収集や活用については，示したい
成果を明らかにするための指標やデータ，先行研究を
ホームページで公開している．
　これらの評価ツールの作成や膨大なデータの蓄積
の背景には，Department for Digital, Culture, Media 
and Sport（DCMS）注 5）や Sport England の委託を受け
たシェフィールド・ハラム大学内に設置された Sport 
Industry Research Centre（SIRC）が大きく貢献してい
る．例えば，SIRC のメンバーである Taylor（2015）
は，スポーツが健康，犯罪，教育，社会関係資本，主
観的幸福の 5 つの社会的価値に関連したとする過去
の膨大な研究をレビューし，それぞれの分野における
スポーツの社会的価値を示すため，信頼性の高いエ
ビデンスとなる指標を抽出した注 6）．そして，Taylor
らの研究調査で示されたエビデンスを活用しながら，
Davies ら（2016）は，2013 から 2014 年におけるイ
ングランドでスポーツに参加したことによる社会的価
値について，Social Return on Investment（SROI）評

注3）ロンドンオリンピック前後に係る約 10 年間のスポーツ
政策の変容については，金子（2017）に詳しい．金子は，
2012 年ロンドン大会後に刊行された政策文書からは，再び
スポーツの社会的価値を強調するような言説が見られると分
析している．
注4）Sport England は，「国営宝くじ等に関する法律」に基づき，
国営宝くじからの助成金を分配する役割を担いながら，イン
グランドにおける草の根スポーツ振興，タレント育成を主な
役割とする非省庁公的機関である（文部科学省，2010）．

注5）DCMS は，日本語では，デジタル・文化・メディア・スポー
ツ省である．DCMS の前身は，1992 年 4 月 11 日，メージャー
政権発足と同時に創設された DNH（Department of National 
Heritage，国家遺産省）である．その後1997年ブレア政権下で，
DCMS（Department for Culture, Media and Sport，文化・メディ
ア・スポーツ省）に改称され，メイ政権下の 2017 年 7 月に「デ
ジタル」領域の管轄も統合され，今の名称に至る．
注6）Taylor は，この調査で 16807 の文献のシステマティック
レビューの手法で分析し，240 件の文献に絞り込んでいる．
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価注 7）を活用し貨幣価値換算を行っている．その結果，
235 億ポンドの支出に対して 448 億ポンドの社会的価
値，すなわち 1.91 倍の投資対効果があったことを示
した注 8）．なお，これらの SIRC の研究プロジェクトは，

DCMS，Sport England，Arts Council England（ACE）
の代表者が運営に参画する Culture and Sport Evidence

（CASE）プログラムの一環として，その資金提供を
受けて進められている．この点からも，スポーツ政策
における評価ツールの作成やエビデンスの蓄積に，多
様な機関が有機的に連携していることがわかる．

Ⅳ-3　 政策評価の特徴と「The Green Book」との関
係性

　「Sporting Future」や各種イギリスのスポーツ政策
に関する公文書を見る限り，「The Green Book」の記
述を踏襲していることは明記されていない．しかし，
スポーツ政策評価制度の形成に関しては，「The Green 
Book」が，次の 3 つの観点において影響を及ぼして
いると考えられる．1 つ目は，多様な評価機関との共
通理解である．昨今のイギリスのスポーツ政策には，
政 府，DCMS，Sport England，SIRC，CASE と い っ
た多様な機関がそのエビデンスの獲得や評価ツール
の作成に関わる．前述のように，各省庁には，「The 

注7）SROI 評価は，1997 年から 1999 年にかけて，NPO など
の社会的企業に対し，資金提供と経営能力の向上に向けた
支援を行うアメリカの財団である REDF（Roberts Enterprise 
Development Fund）によって開発された定量的社会インパク
ト評価の枠組みである．REDF は，支援先組織の活動の効果
に対する定量評価を行い，資金助成や支援活動の指標とする
ために，費用便益分析と財務分析の概念を応用して SROI 評
価の枠組みを開発したとされる（伊藤・玉村，2015）．
注8）表 3 で示した評価フレームワークの 6 つのステップは，
イギリス内閣が公表している SROI 評価の標準的なガイドラ
インである「A Guide to Social Return on Investment」（Cabinet 
Office， 2009）で示されるものと類似している．このガイド
ラインで示される SROI 評価のステップは，（1）評価範囲の
決定，（2）アウトカムの設定，（3）アウトカムの評価，（4）
インパクトの算出，（5）SROI 評価の算出，（6）報告書の作
成の順であり，表 3 における 3 から 5 のステップは，（1）～（4）
の過程に類似する．このことからも，この Davis らの SROI
評価を用いた研究は，Sport England の評価フレームワーク
の作成に影響を及ぼしているものと考えられる．

表 3　Sport Englandの評価フレームワーク

各ステップ 説明 必要となる作業

1．プロジェクトの定義 プロジェクトの基盤となる
もの：プロジェクトがなぜ
必要なのか，何を達成した
いのか，そしてどのように
それを行うのかを説明する

・達成したいこと（プロジェクトの目的）を明確にする
・どのような変化（結果）が目的につながるかを合意する
・変化を引き起こすために何をするか，何を提供するかに合意する
・ エビデンス，洞察力，パートナーの意見を活用しプロジェクト

を発展させる
・最終的なプロジェクトデザインを確認する

2．評価目標の設定 測定して評価しなければな
らない最も重要なことを明
確にし，優先順位をつけ，
他に何を学びたいと思って
いるのかを確認する

・評価の目的を設定する
・調査結果をどのように（そして誰と）使用したいかを検討する
・ プロジェクトの成功を示すために測定するものをリストアップ

する
・他に学びたいこと（学習目標）を明確にする

3．範囲の決定 評価の規模と範囲，外部支
援が必要かどうか，利用可
能な予算を決める

・資源とニーズのバランスのとれた評価の範囲を決める
・自分で管理するか，外部のサポートを探すかを決める
　（※自ら行う場合，ステップ 4-6 で作業し，ステップ 1-2 を再訪）
・評価予算を確認する

4．データ収集の計画 必要なデータや情報を正確
に決定し，収集するために
使用する方法，ツール，シ
ステムを選択する

・ 評価目的を達成するために何を収集するかを明確にする（数値
データと記述情報のミックスを目指す）

・ いつ，どこで，どのように収集するかを選択し，アンケートなど，
どのような「ツール」を使用するかを選択する

・データ保存のために使用するソフトウェアやシステムを設定する
・ データの収集と保存が個人情報保護のガイドラインに準拠して

いるかどうかを確認する

5．データの収集 ツールを開発し，利用する
ための実際のステップを確
認し，データの収集，照合，
分析をする

・ステップ 4 からデータ収集ツールを作成し，発行する
・データ収集の取り決めを担当者に確認する
・データを収集する
・必要に応じてデータを集めたり，グループ化する
・データを分析して，それが何を示しているかを確認する

6．結果の活用 サービスを改善し，インパ
クトを示し，組織や他人を
支援するなど，得られた知
見を利用し，共有する

・知見を活用して，プロジェクトを改善する
・定期的にデータを見直し，プロジェクトの進捗を把握する
・重要なデータをファンドや社内に報告する
・成功と学習を示すために調査結果を外部と共有する

Sport England（2019）から引用し，筆者試訳し作成
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Green Book」に沿う一貫した評価ガイドラインの作
成が求められることから，それぞれの機関が政府の掲
げる政策目標に対し，共通の評価ガイドラインを作成
することにつながっているのである．
　2 つ目は，事前評価におけるエビデンスの獲得であ
る．イギリスのスポーツ政策では，「Sporting Future」
によって掲げられた身体的健康，精神的健康，個人の
発展，社会的・コミュニティ的発展，経済的発展といっ
た 5 つの成果に対してスポーツが有効であることを示
すエビデンスの獲得に，SIRC を代表とする多様な評
価機関が寄与している．このことは，ROAMEF サイ
クルの内，Rational（論拠）と Appraisal（事前評価）
による，政策立案の前段階の重要性が強調されている

「The Green Book」に準拠していると考えられるのであ
る．
　3 つ目は，社会的便益の評価である．昨今のイギリ
スのスポーツ政策では，SROI 評価も活用しながら，ス
ポーツ参加による社会的便益の可視化が重要視されて
いる．SROI 評価を用いて，国民のスポーツ参加による
社会的便益の実証を試みた Davis（2019）注 9）は，SROI
評価を用いた理由として，従来，政策の社会的費用に
関する主要な評価手法であった Cost Benefit Analytics

（CBA）に比べ，より多様なステークホルダーに対する
社会的影響や中長期的な影響を把握することが可能で
あったことだと述べている．このようにイギリスのス
ポーツ政策評価において，社会的便益を把握する評価
のアプローチが高まっている背景にも，非市場的価値
の把握を重要視する「The Green Book」の影響がある
と考えられる．「The Green Book」で紹介される評価の
手法は，CBA といった経済評価がベースとなっている
ものの，貨幣価値への換算が困難な分野について，環
境財や保健医療の経済評価の指標・テクニックも紹介
されながら，非市場的な価値の把握の重要性も述べら
れている（HM Treasury, 2020, pp.75-90）注 10）．現在の

「The Green Book」に SROI 評価に関する文言自体は
見当たらないものの，SROI 評価も，これまで公共事
業といったハード事業の経済価値換算を主としてき
た CBA の手法を援用しながら，事業に影響を及ぼす
ステークホルダーの参画を評価プロセスに組み込ん
だことで，教育や福祉といった貨幣価値換算が困難
であったソフト事業の評価を可能とすることに特徴
がある（塚本・関，2020， p.72）．したがって，「The 
Green Book」の存在が，社会的便益を把握するために，
SROI 評価のような評価手法の開発や社会的便益を示
すより良いエビデンスの獲得につながる議論を促進す
るものである．つまり，「The Green Book」は，スポー
ツ政策においても，その多様な政策主体と評価機関が
一枚岩となって政府指針に沿った評価制度を構築する
基盤として機能している．

Ⅴ．我が国におけるスポーツ政策評価制度
　　への示唆

　以上のイギリスのスポーツ政策評価制度に関する分
析から，我が国のスポーツ政策とその評価制度の改善
に向けた示唆は，以下の 3 点である．
　1 つ目は，スポーツに対する社会的便益の可視化を
可能とするエビデンスの収集である．2017 年，我が
国のスポーツ庁は，「社会を変える」を標語に「第 2
期スポーツ基本計画」を策定し，障害者スポーツの振
興，スポーツによる健康増進，女性の活躍促進，スポー
ツの成長産業化といった社会課題を解決するスポーツ
の施策を推進している．しかし，それらの事業評価を
見ると，アウトプットとアウトカムの区別の不明瞭さ，
スポーツ実施率に代表される単一的な成果指標に留
まっているといった評価の課題が指摘でき，スポーツ
がもたらす多面的な便益の可視化は脆弱である（米村・
横山，2020）．この点について，イギリスは，2015 年
の「Sporting Future」においてスポーツの文化的重要
性を再確認し，スポーツによる身体的健康，精神的健
康，個人の発展，社会的・コミュニティ的発展，経済
的発展を明確な政策目標としている．そこでのより重
要なことは，それらの政策目標を，エビデンスの獲得
を重視し，施策・事業を具体的に実施した後の事後評
価に活用できる指標やデータの蓄積を進め，スポーツ
の多面的な効用の可視化に結びつけたことである．そ
れにより，スポーツは，補助されるものではなく，投
資によりさらなる便益を生み出すものというマインド
セットを，スポーツ政策に関わる多様な主体に定着さ
せているのである．我が国においては，単なる政策的
な標語に留まらず，スポーツ政策における EBPM の
実現に向けて，スポーツの社会的便益を示す先行研究

注9）Davis は，SIRC の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 一 環 と し て，
2013-2014 年の国民のスポーツ参加によって生まれた社会的
価値について，SROI 評価を用いて貨幣価値へ換算し，事業
に係る費用（インプット）235 億ポンドに対して，その成果（ア
ウトカム）が 448 億ポンド，つまり，インプットに対するア
ウトプット比が，1.91 倍となる結果を踏まえ，SROI 評価に
よるスポーツ価値の測定及び評価の可能性，複数のスポーツ
実践によるアウトカムから，複数の公共政策分野に跨る社会
問題への対処に費用対効果が高い投資になる可能性があるこ
とを主張している．
注10）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングが行ったイギリ
スにおける費用便益分析の手法に関する調査結果によれば，

「The Green Book」の特徴は，公的資本形成などのハード事
業だけでなく，医療や環境 , 持続可能性などに関する基準作
成や，間接的な経済効果も評価対象としている．また，定量
化できる要因やできない要因も含めて考慮することになって
おり，多様で総合的な評価を行うことにあると報告されてい
る（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング，2012）．
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のレビュー，それに基づく汎用可能性の高いエビデン
スデータの収集・活用，また，パイロット事業による
実証実験の実施といった取り組みが必要となる．
　2 つ目は，評価ツールの作成である．イギリスで
は，スポーツによる社会的な政策目標の達成のため，
Sport England が，社会的便益を把握する評価フレー
ムワークを開発し，それがホームページ上にて誰もが
アクセスできるように提示され，このことにより行政
主体，NPO などあらゆる政策主体やスポーツ活動を
行う団体が自らの活動を評価し，そのスポーツの多元
的な便益を示すことができるようになっている．現在，
我が国においては，そのようなスポーツの社会的便益
を把握するための評価フレームワークは存在しない．
ただ，スポーツ分野以外では，例えば，社会的インパ
クト注 11）の重要性を認識，理解し，その評価やマネジ
メントを普及させることを目的とした一般財団法人社
会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ注 12）が，
社会的インパクト・マネジメント実践ガイドを発行し，
自治体，社会的事業者，資金提供者などあらゆる主体
に提供している．このような評価ツールの作成は，政
策主体による評価の推進を促すだけでなく，評価の実
践によるエビデンスデータの蓄積・収集にもつながる．
実際，この財団のホームページ上では，そのガイドラ
インを活用したケースも含め，評価事例の蓄積と紹介
がなされている．このように，我が国では，NPO や
社会的事業者や文化芸術の分野で社会的便益の評価手
法に関する議論が進展しているが，スポーツ政策分野
においても，先進的な取り組みを行う評価機関との公
民連携を念頭においたスポーツ政策の評価ツール作成

が必要である注 13）．
　3 つ目は，財政意識を持った評価制度の構築である．
我が国の政策評価制度においては，全省庁横断的な政
策評価の準拠枠を示すような評価フレームワークは存
在せず，総務省発行の「政策評価ガイドライン」に
沿った政策評価の方針や基本計画の策定が各省独自で
執り行われている．例えば，スポーツ政策に関する評
価は，文部科学省による「政策評価基本計画」に基づ
いて，文部科学省独自の評価方針で実施されている．
このような運用は，省庁間に縦割り構造をもたらし，
各省庁における財政に対するコスト感覚は，国民意識
と乖離しがちとなる．この顕著な例が，新国立競技場
建替え費用高騰問題に代表される 2020 年東京オリン
ピック・パラリンピックに関する一連のコスト問題で
あろう．イギリスの政策評価の特徴の 1 つは，「The 
Green Book」を財務省が発行していることにあった．
このことは，公金を投入した政策・施策・事業の効果
を VFM，つまり支出に見合うサービスの観点から評
価し，効率的で有効な政策効果を実現できるように政
策上の意思決定を支援する（塚本，2020，p.36）とい
う意味合いを持つ．そのため，「The Green Book」で
は，公的財源を使途する政策に対し，教育や福祉など
貨幣価値換算が難しい非市場的な価値をもたらすソフ
ト事業を含めたあらゆる公共事業に対し，どれだけの
経済的価値がもたらされるかを把握することが強調さ
れており，その点を斟酌した Business Case が予算要
求に加味されるのである．我が国においては，EBPM
の推進につながり，財政コストを念頭に置く評価文化
を醸成する全省庁横断的な評価ガイドラインが必要と
なる．

Ⅵ．おわりに

　以上のような，イギリスの「The Green Book」の分
析を援用した我が国におけるスポーツ政策評価制度の
構築には，さらに今後次の 2 つの検討が必要となる．
　1 つ目は，施策・事業レベルでの事前・事後評価の
詳細な検討である．本論は，主に政策・施策・事業の
3 階層の内，政策レベルでの評価制度について検討を
行ってきたが，その政策レベルでの評価制度が施策・
事業レベルにおける事前・事後評価にどのように影響
を及ぼし，具体的な施策・事業目標の達成に向け，ど

注11）社会的インパクトとは，2016 年に内閣府「社会的イン
パクト評価の推進に向けて―社会的課題解決に向けた社会的
インパクト評価の基本的概念と今後の対応策について―」で
議論された定義を踏襲した，「短期，長期の変化を含め，当
該事業や活動の結果として生じた社会的，環境的なアウトカ
ム」である．
注12）この団体は，社会的インパクト・マネジメントを普及さ
せるため，事業者，資金提供者・仲介者，行政，中間支援組
織・シンクタンク，評価者・研究者など多様なメンバーが連
携することを目的としており，2020 年 1 月時点で 160 を超
える団体が会員メンバーとなっている．そもそも，この財団
の前身は，2016 年 6 月に設立された社会的インパクト評価
イニシアチブである．内閣府のホームページによると，当時
の事務局は，内閣府に加え，社会的投資に対する欧米の動向
を受けて作られた G8 社会的インパクト投資タスクフォース
国内諮問委員会，国内最大規模の助成団体である公益財団法
人日本財団，寄付や社会的投資といった資金調達の観点から
社会貢献活動の促進を目指す日本ファンドレイジング協会，
国内における SROI 評価の普及や実践データの蓄積を目的と
した SROI ネットワークジャパンといった団体が担い，今も
それらのメンバーが現在の評議員や理事としての関与が見ら
れる．これらからもわかるように，こうしたイニシアチブの
形成には，内閣府と連携しながら議論を積み重ねてきた多様
な民間団体の貢献も大きいと思われる．

注13）社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブは，教
育，就労支援，まちづくり，文化芸術支援などの分野に分かれ，
それぞれに応じた評価フレームワークの説明やアウトカム指
標の例示を記した評価ツールセットを作成しており，2019
年 7 月には，スポーツの分野も公表されている．しかし，ス
ポーツ政策の文脈において，評価ツールの作成と連動した動
向は見られないのである．
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のようなインプット，アウトプット，アウトカムが設
定され，どのようなエビデンスデータが用いられてい
るかを把握する必要がある．
　2 つ目は，政策プロセスからの具体的なスポーツ政
策評価制度形成についての検討である．イギリスの政
策評価においては，多様な評価機関の有機的な連携に
よる，政策評価制度の形成が特筆される．したがって，
我が国のスポーツ政策評価制度の設計には，先行して
社会的インパクト評価に関する議論を進める内閣府，
公的財源を管理する財務省，現行のスポーツ政策とそ
の評価を管轄する文部科学省やスポーツ庁といった政
策主体に加え，社会的インパクト・マネジメント・イ
ニシアチブやそれに関わるような助成財団や社会的投
資に関わる資金提供団体，事業のコーディネートや評
価に関わるデータの分析や情報収集に関わる中間支援
組織やシンクタンク，研究機関が，どのようにスポー
ツ政策に向けた評価に対する合意形成をなし，どのよ
うな連携をするかの検討が必要となる．
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